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資料１
平成１７年６月政策評価・施策評価と企画立案・予算への反映の流れ〈 平成１７年度 〉

１６ 年 度 【 平 成 １７ 年 度 】 １８年度【 】 【
】３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月～３月 以降

基本票の公表 県民意見の聴取 県民意見の公表
行政評価委員会(条例第５条第２項) （条例第９条） （条例第９条第２項）
（２月）

【議題】

○ 各部会の審議状況政策評価部会 第１回分科会 政策評価部会審議結果の報告
（第１回 ６月２２日） （第２回 ９月上旬）政 : :

５分科会
【議題】

【議題】策
○県の対応方針経過報告 ○各分科会からの審議結果の県民満足度調査 第２回分科会

19報告
評 ５分科会 年・調査期間：平成 年 月17 1 政策評価部会

度・調査対象：一般県民等 ○平成１７年度政策評価・ ○平成１７年度政策評価・ (第３回：１１月中旬）
政施策評価の進め方 施策評価に係る答申案

価 策第３回分科会 【議題】
・

・ ５分科会 施○政策評価・施策評価制
策満足度 度について

施 評１０月
価諮 問

公 表 へ（６月10日） 仮 評 価 答 申
（ 月下旬)策 10

評価結果の公前年度の状況把握 【 平 成 １７ 年 度 政 策 評 価 ・ 施 策 評 価 基 本 票 】
10評 表（条例第

条第２項○事業実施状況の把握
○政策評価指標達成度の把握 ○評価シート(Ａ) ○評価シート(Ｂ) ○施策・事業展開シート(Ｃ)

・施策群設定の妥当性 ・事業群設定の妥当性 ・課題等の抽出と対応価 ○県民満足度等の把握
議会報告・指標群の妥当性 ・事業群の有効性、効率性 ・施策・事業の方向性

・施策群の有効性 →事業群の評価 （ 月下旬)10
→施策群の評価 予算組織

評価結果の概 への評価
要（条例第 の反映状12

2条第１項） 況説明(
月初旬）

【 重 点 施 策 調 書 等 へ の 反 映 】
11条例第

・政策評価指標の達成度 ・県民満足度 ・検討要素（ 各部局の問題意識、部局・施策横断テーマ等 ） 条達成度

政 策 ・ 財 政 会 議 政 策 ・ 財 政 会 議 政策方針の 政 策 ・ 財 政 会 議前年度
18 18施策の展開 （春：６月７ ８日） （ 夏：８月上旬） （秋： 月 日）, 公表

（ 月 日）事業の実施
企 年 年

画 度 度重点施策の検討
各部局・政策課

立 の 施○政策評価・施策評価基本票の ○部局・施策横断テーマ等 ○重要政策事項議論
政策・財政会議確認 議論

案 予 策（ 月 日）

・ 算 の○政策方針等 ○重点事業（候補）選定
○部局・施策横断テーマ議論 ○重点施策選定

予 編 展

算 成 開○政策評価部会答申に基づく
・○財政再建推進プログラム関連 検討結果報告及び評価書の

へ ・ 事確定
組

の 業
織○組織定数関連

反 の政策評価・施策評価基本票
運と要旨の公表

映 実（条例第５条第２項） 政策方針
営の策定

施

 

 




